
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱（

傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
部
分
）

第
一

定
義
の
追
加

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
算
定
割
当
量
」
と
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
以
下
「
京
都
議

定
書
」
と
い
う
。
）
第
三
条
７
に
規
定
す
る
割
当
量
、
京
都
議
定
書
第
三
条
３
に
規
定
す
る
純
変
化
に
相
当
す
る
量
の
割
当
量

、
京
都
議
定
書
第
六
条
１
に
規
定
す
る
排
出
削
減
単
位
、
京
都
議
定
書
第
十
二
条
３

に
規
定
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量

(b)

等
で
、
二
酸
化
炭
素
一
ト
ン
を
表
す
単
位
に
よ
り
表
記
さ
れ
る
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
六
項
関
係
）

第
二

国
の
責
務
の
追
加

国
の
責
務
に
、
京
都
議
定
書
第
六
条
１
に
規
定
す
る
排
出
削
減
単
位
及
び
京
都
議
定
書
第
十
二
条
３

に
規
定
す
る
認
証
さ

(b)

れ
た
排
出
削
減
量
の
取
得
、
京
都
議
定
書
第
十
七
条
に
規
定
す
る
排
出
量
取
引
へ
の
参
加
そ
の
他
の
京
都
議
定
書
第
三
条
の
規

定
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
四
項
関
係
）

第
三

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
お
い
て
定
め
る
事
項
の
追
加

京
都
議
定
書
目
標
達
成
計
画
に
、
第
二
の
措
置
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。



（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

第
四

割
当
量
口
座
簿
等

一

環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
京
都
議
定
書
第
七
条
４
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
た
割
当
量
の
計
算
方
法
に
関
す
る
国
際

的
な
決
定
（
以
下
「
国
際
的
な
決
定
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
割
当
量
口
座
簿
を
作
成
し
、
算
定
割
当
量
の
取
得
、
保
有
及

び
移
転
（
以
下
「
算
定
割
当
量
の
管
理
」
と
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の
口
座
（
以
下
「
管
理
口
座
」
と
い
う
。
）
を
開
設
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

二

算
定
割
当
量
の
帰
属
は
、
割
当
量
口
座
簿
の
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
関
係
）

三

割
当
量
口
座
簿
は
、
国
の
管
理
口
座
並
び
に
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
（
以
下
「
内
国
法
人
」
と

い
う
。
）
の
管
理
口
座
に
区
分
す
る
も
の
と
し
、
内
国
法
人
の
管
理
口
座
は
、
当
該
管
理
口
座
の
名
義
人
（
当
該
管
理
口
座

の
開
設
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
「
口
座
名
義
人
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
関
係
）

四

算
定
割
当
量
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
内
国
法
人
は
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
管
理
口
座
の
開
設
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
管
理
口
座
の
開
設
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
申



請
書
等
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
管
理
口
座
を
開
設
し
、
算
定
割
当
量
の
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を

そ
の
口
座
名
義
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
二
条
関
係
）

五

口
座
名
義
人
は
、
管
理
口
座
に
関
す
る
特
定
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
記
録
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

六

算
定
割
当
量
の
取
得
及
び
移
転
（
以
下
「
振
替
」
と
い
う
。
）
は
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
、
割
当
量
口
座
簿

に
お
い
て
、
当
該
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
の
減
少
又
は
増
加
の
記
録
を
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
振
替
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
申
請
を
す
る
口
座
名
義
人
（
以
下
「
申
請
人
」
と
い
う
。
）

の
管
理
口
座
の
当
該
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
録
又
は
振
替
先
口
座
の
当
該
算
定
割
当
量
に
つ
い
て
の
増
加
の
記

録
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
申
請
人
か
ら
京
都
議
定
書
の
他
の
締
約
国
（
以
下

「
他
の
締
約
国
」
と
い
う
。
）
に
存
在
す
る
口
座
へ
の
振
替
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
他
の
締
約
国
及
び
気
候
変

動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
対
し
当
該
振
替
に
係
る
通
知
を
発
し
、
当

該
他
の
締
約
国
及
び
事
務
局
か
ら
当
該
振
替
の
完
了
の
通
知
を
受
け
た
後
に
、
当
該
申
請
人
の
管
理
口
座
の
当
該
算
定
割
当



量
に
つ
い
て
の
減
少
の
記
録
を
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
他
の
締
約
国
又
は
事
務
局
か
ら
割
当
量
口
座
簿
に
お
け
る
特

定
の
口
座
へ
の
特
定
の
算
定
割
当
量
の
振
替
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
口
座
の
当
該
算
定
割
当
量
に
つ

い
て
の
増
加
の
記
録
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

七

算
定
割
当
量
の
譲
渡
は
、
譲
受
人
が
そ
の
管
理
口
座
に
当
該
譲
渡
に
係
る
算
定
割
当
量
の
増
加
の
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば

、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
締
約
国
に
存
在
す
る
口
座
へ
の
算
定
割
当
量
の
振
替
に
関
し

て
は
、
当
該
他
の
締
約
国
及
び
事
務
局
か
ら
の
当
該
振
替
の
完
了
の
通
知
を
受
け
た
こ
と
も
っ
て
、
増
加
の
記
録
を
受
け
た

も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

八

算
定
割
当
量
は
、
質
権
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
関
係
）

九

算
定
割
当
量
に
つ
い
て
は
、
信
託
は
、
当
該
信
託
の
受
託
者
が
そ
の
管
理
口
座
に
お
い
て
そ
の
旨
の
記
録
を
受
け
な
け
れ

ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）

十

国
又
は
口
座
名
義
人
は
、
そ
の
管
理
口
座
に
お
け
る
記
録
が
さ
れ
た
算
定
割
当
量
を
適
法
に
保
有
す
る
も
の
と
推
定
す
る

こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）

十
一

六
の
振
替
に
よ
り
そ
の
管
理
口
座
に
お
い
て
算
定
割
当
量
の
増
加
の
記
録
を
受
け
た
国
又
は
口
座
名
義
人
は
、
国
又
は



当
該
口
座
名
義
人
に
悪
意
又
は
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
当
該
算
定
割
当
量
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）

十
二

管
理
口
座
の
開
設
の
申
請
、
振
替
の
申
請
等
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。
（
第
四
十
四
条
関
係
）

第
五

罰
則

管
理
口
座
の
開
設
の
申
請
、
管
理
口
座
に
係
る
記
録
事
項
の
変
更
の
届
出
等
に
係
る
罰
則
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
第
四
十
八
条
関
係
）

第
六

附
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
か
ら
第
三
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


